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○費用の記載がないものは､ すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､ 〒342－8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､ 市役所共通981･5392です。

安
全
対
策
の
徹
底
な
ど
、
火
災
予

防
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

期
間
：
11
月
９
日
木
～
15
日
水

問
合
せ
：
吉
川
松
伏
消
防
組
合
予

防
課
☎
982
・
３
９
１
９

住
宅
防
火
10
の
ポ
イ
ン
ト
検
索

税
を
考
え
る
週
間

税
に
関
す
る
作
品
展
示

　
国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日

か
ら
17
日
ま
で
を｢

税
を
考
え
る

週
間｣

と
し
て
、
集
中
的
に
さ
ま

ざ
ま
な
広
報
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
こ
れ
に
合
わ
せ
、
市
内
の

小
・
中
学
生
に
よ
る
税
に
関
す
る

作
文
と
絵
は
が
き
の
展
示
を
行
い

ま
す
。

日
時
・
場
所
：
①
11
月
13
日
月
～

17
日
金
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
・
市
役
所
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ル
ー

ム
②
11
月
11
日
土
～
17
日
金（
15

日
水
を
除
く
）午
前
９
時
～
午
後

７
時（
11
日
土
は
午
後
９
時
ま

で
）・
市
立
図
書
館（
作
文
の
み
）

税
を
考
え
る
週
間
検
索

問
合
せ
：
課
税
課
☎
982
・
５
１
１
４

FAX
共
通

東
埼
玉
資
源
環
境
組
合
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
追
加
受
け
付
け

　
令
和
６
年
度
に
組
合
が
発
注
す

る
工
事
の
請
負
や
物
品
の
納
入
な

ど
を
希
望
す
る
方
は
、
登
録
が
必

要
で
す
。
詳
細
は
11
月
上
旬
に
掲

載
予
定
の
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
：
11
月
13
日
月
～
12
月

８
日
金（
消
印
有
効
）

申
請
方
法
・
問
合
せ
：
申
請
書
に

必
要
書
類
を
添
え
て
郵
送
で
東
埼

玉
資
源
環
境
組
合
総
務
課
庶
務
担

当（
〒
343
－
０
０
１
１
、
越
谷
市
増ま
し

林ば
や
し

３
－
２
－
１
）へ
☎
966
・
０
１
２
２

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

強
化
週
間

　
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
と
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
夫
・
パ

ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
な
ど
、
女
性
を
め
ぐ
る

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
取
り
組

む
た
め
、
全
国
一
斉｢

女
性
の
人

権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン｣

強
化
週
間
を

設
定
し
、
専
用
相
談
電
話
に
よ
る

相
談
を
通
常
の
受

け
付
け
時
間
を
延

長
し
て
行
い
ま
す
。

日
時
：
11
月
15
日
水
～
21
日
火
午

前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
※
た
だ

し
11
月
18
日
土
・
19
日
日
は
午
前

10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

内
容
：
法
務
局
職
員
と
人
権
擁
護

委
員
に
よ
る
電
話
相
談
☎
０
５
７

０
・
070
・
810
※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

問
合
せ
：
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局

人
権
擁
護
課
☎
048
・
851
・
１
０
０
０

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）の

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

放
送
日
時
：
11
月
15
日
水
午
前
11

時
ご
ろ

内
容
：
国
か
ら
直
接
市
民
に
対

し
、
緊
急
情
報
を
瞬
時
に
伝
達
す

る｢

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）を
活
用
し
た
全
国
一

斉
情
報
伝
達
試
験
で
す
。
当
日
は
、

市
の
防
災
行
政
無
線
か
ら
放
送
が

流
れ
ま
す
。

問
合
せ
：
危
機
管
理
課
☎
982
・
９

４
７
１
FAX
共
通

マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
ま
い
ト
ラ
ブ
ル
、

管
理
無
料
相
談

日
時
：
11
月
16
日
木
午
後
６
時
～

９
時（
要
予
約
）

場
所
：
お
あ
し
す
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

ル
ー
ム
１
・
２

主
催
：
埼
玉
県
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
会

問
合
せ
：
都
市
計
画
課
☎
982
・
９

８
８
５
FAX
共
通

令
和
５
年
度
交
通
遺
児
等
援
護

100
円
募
金
の
実
施
に
つ
い
て

　
埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
協
議
会

で
は
、
交
通
遺
児
援
護
基
金
を
設

置
し
、
交
通
遺
児
な
ど
の
援
護
を

目
的
と
し
て
寄
せ
ら
れ
た
善
意
の

寄
付
金
を
援
護
金
お
よ
び
援
護
一

時
金
と
し
て
給
付
し
て
い
ま
す
。

　
11
月
19
日
日
開
催
の
市
民
ま
つ

り
に
て
、
募
金
箱
の
設
置
を
行
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

場
所
：
あ
お
し
す
会
場（
屋
外
）交

通
安
全
ま
つ
り
本
部

問
合
せ
：
危
機
管
理
課
☎
940
・
１

０
７
２
FAX
共
通

令
和
５・６
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
追
加
申
請（
工
事
な
ど
）

　
令
和
６
年
３
月
１
日
金
か
ら
令

和
７
年
３
月
31
日
月
ま
で
有
効
な

入
札
参
加
資
格
の
申
請
で
す
。
詳

細
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
：【
新
規
】11
月
24
日
金

ま
で【
追
加
】11
月
30
日
木
ま
で

問
合
せ
：
県
入
札
審
査
課
☎
048
・

830
・
５
７
７
１
FAX
048
・
830
・
４
９
１
４

令
和
５・６
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
追
加
申
請（
物
品
・
役
務
）

　
令
和
６
年
３
月
１
日
金
か
ら
令

和
７
年
３
月
31
日
月
ま
で
有
効
な

入
札
参
加
資
格
の
追
加
申
請
で
す
。

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

吉
川
入
札
・
契
約
検
索

受
付
期
間
：
12
月
８
日
金
ま
で

問
合
せ
：
財
政
課
☎
982
・
５
９
６

６
FAX
共
通

現
況
届
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
の
う
ち
現
況
届
を
未
提
出
の

方
は
、
手
当
の
受
給
が
で
き
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
早
め
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
お
ら
ず
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
み
を

受
給
し
て
い
る
方
は
、
11
月
30
日

木
ま
で
に
現
況
届
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象
：
児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
を
受
給
し
て
い
る
方

問
合
せ
：
子
育
て
支
援
課
☎
982
・

９
５
２
９
FAX
共
通


